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学士課程教育の学修成果に関するアセスメント・ポリシー 

学修成果のアセスメント・ポリシー 

國學院大學は、学士課程教育に求められる厳密な成績評価と学修成果の可視化を実現す

るために、次のような方針に基づいて学生の学修成果を評価します。 

1. ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに準拠した各授業科目の到達目標を具

体的に示し、その到達目標の達成度に基づいて学修成果を評価します。 

2. 到達目標の達成度による学修成果の評価に応じて、ポイント（QPI）を付します。 

3. 取得した QPIの平均をセメスターごとに GPAとして算出し、学生に明示します。GPA

が一定数値を下回った場合には、特別な修学指導を行います。 

4. 各科目の学修成果の評価結果を検証し、評価の適切性を担保します。 

5. 正課の授業科目の評価とは別に、学士課程教育における学修成果を測るアセスメント

を実施し、総合的な学修成果の評価を行います。 

※各学部・学科の理念・目的については、以下のホームページをご確認ください。 

https://www.kokugakuin.ac.jp/education/fd 

※各学部・学科のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは、以下のホームペー

ジをご確認ください。 

https://www.kokugakuin.ac.jp/about/information/p5 

※ご担当科目とディプロマ・ポリシーの関係については、以下のホームページをご確認く

ださい。 

https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/regulations#02 

学修成果のアセスメント・ポリシー実施のためのガイドライン 

1. ガイドライン制定の目的 

成績評価方法に関して全学統一のガイドラインを定め、厳密な成績評価を統一基準の

もとに実施し、現行の GPA制度の公正な運用をはかることを目的とする。 

2. カリキュラム・ポリシーに基づく到達目標の設定 

各科目に、「該当するカリキュラムのカリキュラム・ポリシー（表）で指定された学修

成果（目標）」と「当該科目に関する学力の 3 要素に基づく到達目標」を WEB シラバス

に明記する。 

3. 到達目標に対する学修成果評価方法 

https://www.kokugakuin.ac.jp/education/fd
https://www.kokugakuin.ac.jp/about/information/p5
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/regulations#02


カリキュラム・ポリシーに基づく到達目標それぞれについて、どのような方法で学修成

果を評価するかを、WEBシラバスに明記する。なお、評価方法は、次のとおりとし、授

業出席自体を評価の対象とすることはできない。 

① 筆記試験（授業時小テストを含む） 

② リポート（授業時課題リポートを含む） 

③ ルーブリックを使用したパフォーマンス評価。この場合は、ルーブリックを WEB

シラバスに明示し、項目ごとに配点を示す。 

以上①～③を組み合わせた総合的評価が最も望ましい。この場合も、総合的ルーブリッ

クに相当する配点を明示する。また、①～③の配点を 100点満点とし、WEBシラバスに

明示する。 

4. 評価指標 

上記 3 で示した評価方法により、到達目標をどの程度達成しているかをもとに成績評

価を S～D／Rで評価する。その際の目安は、次のとおりとする。 

 S（4pt）90～100点： 到達目標を遙かに上回る学修成果が得られている〔※〕 

 A（3pt） 80～89点： 到達目標の学修成果が十分認められる 

 B（2pt） 70～79点： 到達目標に達している 

 C（1pt） 60～69点： 到達目標の最低限に達している 

 D（0pt） 59点以下： 到達目標に達していない 

 R（0pt）： 学修成果が測定できない 

 G： ABC評価をしないが一定の基準に達している 

※平成 30年度入学者より、「A+」の評価記号は「S」に変更されました。平成 29年度以

前入学者の評価記号は、従来どおり「A+」です。 

5. 相対評価 

特定科目にあっては、相対評価（S～Dの構成比の事前設定）を実施してもよい。相対

評価の運用ルールは次のとおりとする。 

⚫ 当該科目が帰属する学部・学科の教務委員会、または共通教育センター委員会で当該

科目の履修及び単位取得、成績評価実績を十分検討の上、その可否を審議し、さらに

教務部委員会の承認を受けなければならない。 

⚫ 個々の教員が独自に相対評価を行うことはできない。 

⚫ 相対評価を実施する場合は、学生にその内容をWEBシラバス上に明記する。 

⚫ 相対評価を実施した科目の成績評価については、毎年度教務部員会で検証をおこな

い、その適切性を判断する。 

相対評価を実施できる授業科目は、原則として次のいずれかに当てはまるものとする。 

⚫ 同一内容の同一科目が複数開講されている場合 

⚫ 履修者 300名を超える多人数科目 

⚫ 学部・学科必修の講義科目 


